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令和４年１月２１日

各都道府県体育・スポーツ協会長 様

秋田県観光文化スポーツ部スポーツ振興課長

（公印省略）

第７７回国民体育大会冬季大会スキー競技会の開始式及び

観客の取扱いについて（通知）

第７７回国民体育大会冬季大会スキー競技会の開催については、日頃、御理解と

御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

現在、全国から来県される選手・監督をはじめ、関係者にとって安全・安心な大

会となるよう開催準備を進めておりますが、このたび、新型コロナウイルス感染症

拡大防止の観点から、開始式等については、別紙のとおり制限することとしました

のでお知らせします。

ついては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、大会参加選手の家族・保護者等で来

会希望者がおりましたら、別添様式により令和４年２月４日（金）まで御報告くだ

さるようお願いします。

なお、今後の新型コロナウイルス感染症感染状況によっては、取扱いが変更にな

る場合もありますので御了承下さい。

担 当：秋田県観光文化スポーツ部スポーツ振興課

冬季国体推進班 土門

TEL：018-860-1246 FAX：018-860-1249

E-mail：Domon-Kuniko@pref.akita.lg.jp



（別紙））

１ 開始式の人数制限について

開始式への参加人数は、各都道府県３名以内（旗手を含む）とします。

ただし、北海道はトロフィー返還者を含め４名以内、秋田県は選手宣誓者を含

め４名以内とします。

２ 観客の取扱いについて

観客は、参加申込みシステムに登録した選手の家族・保護者等のみとし、次の

（１）～（４）を来会の条件とします。

また、選手１人当たりに対しての人数制限はありません。

なお、詳細については、別添「【資料１】美の国秋田鹿角国体2022における参加

条件」及び「【資料２】美の国秋田鹿角国体2022における事前ＰＣＲ検査の概要」

を参照してください。

（１）大会参加日の14日前から毎日の起床時体温、健康状態及び行動歴を記録する

こと。

（２）スマートフォン利用者は健康管理アプリ「GLOBAL SAFETY」（以下、「健康管理

アプリ」という。）を利用すること。健康管理アプリを利用できない参加者は、

体調管理チェックシートで代替すること。

（３）原則、大会参加日前72時間以内に採取した検体を用いて、新型コロナウイル

ス感染症のＰＣＲ検査を必ず受検し、その結果を健康管理アプリに登録するこ

と。健康管理アプリを利用できない参加者は、体調管理チェックシートに記録

すること。

（４）当日は受付の際に、健康管理アプリ「GLOBAL SAFETY」を提示又は体調管理チ

ェックシートを提出すること。
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【資料１】

美の国あきた鹿角国体2022における参加条件

本参加条件は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るものとし、美の国

あきた鹿角国体2022の開始式・表彰式及び競技会（以下「大会」という。）に

参加する全ての者（競技会における観客を除く。） （以下「大会参加者」とい

う。）を対象とする。

１ 大会参加に必要となる条件

（１）大会参加日（※１）の14日前から毎日の起床時体温、健康状態及び行動歴

を記録すること。

（２）スマートフォン利用者は、健康管理アプリ「ＧＬＯＢＡＬ ＳＡＦＥＴ

Ｙ」（以下「健康管理アプリ」という。）を利用すること。

健康管理アプリを利用できない参加者は体調管理チェックシートで代替

すること。

（３）大会参加者のうち、次の①～⑤に該当する者は、原則として、大会参加

日前72時間以内に採取した検体を用いて、新型コロナウイルス感染症の

核酸検出検査（ＰＣＲ法等。以下「ＰＣＲ検査」という。）を必ず受検

し、その結果を健康管理アプリに登録すること。

健康管理アプリを利用できない大会参加者は体調管理チェックシートに

記録の上、検査結果を提出すること。

①都道府県選手団に含まれる者

ア 監督・選手（予備登録選手含む）

イ チームスタッフ

ウ 参加選手団本部役員（団長、副団長、総監督、総務、顧問、スポー

ツドクター、アスレティックトレーナー）

②大会関係者

ア 主催者（文部科学省、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法

人全日本スキー連盟、秋田県、鹿角市）

イ 大会役員

ウ 組織委員

エ 招待者

オ 国体パートナー等の大会協賛企業関係者

③競技会運営関係者

ア 競技会役員、競技役員、競技補助員 等

イ 業務受託者、会場（競技会場、開始式・表彰式会場含む）施設従業

員 等
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④大会事務局

ア 秋田県観光文化スポーツ部スポーツ振興課職員

イ 鹿角市実行委員会事務局員

ウ 実施本部員

⑤その他関係者

ア 報道員（それに準ずる者含む）

イ 視察員

ウ サービスマン

エ 出展事業者

オ 秋田県又は鹿角市の実行委員会が必要と判断した者

※１ 大会参加日は、秋田県在住・在勤・在学の者は「現地（宿泊施設又は各会場）

入り日」、秋田県以外の都道府県から来県する者は「来県日」とする。

２ 大会の参加を認めない者

（１）感染者

・大会参加日の14日前の時点、又は、それ以降に感染が確認された者

・大会参加日の15日前以前に感染した者であって、大会参加日前日までに

保健所から療養解除の判断がされていない者

（２）濃厚接触者

・大会参加日の14日前の時点、又は、それ以降に保健所から濃厚接触者と

判断された者

・大会参加日の15日前以前に濃厚接触者と判断された者であって、大会参

加日前日までに保健所から健康観察期間終了の判断がされていない者

（３）健康管理アプリ又は体調管理チェックシート（以下「健康管理アプリ

等」という。）の調査項目に該当がある者

①健康管理アプリ等で37.5℃以上の発熱又は健康状態の調査項目に該当す

る症状（以下「感染疑い症状」という。）がある者

ただし、次のアとイの両方又はウの要件が満たされた場合、参加を認め

る。

ア 感染疑い症状発症後に８日が経過している場合（発症日を０日とし

て８日間）。

イ 薬剤を使用していない状態（※２）で、感染疑い症状消失後72時間経

過している場合。

ウ 薬剤を服用しない状態で感染疑い症状が消失し、新型コロナウイル

スの感染リスクが低いこと(※３)(※４)を示す医師の診断書がある場合。
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※２ 医療機関を受診し、新型コロナウイルス感染症以外の疾患である旨の医師の診断

に基づき、当該症状に対して服薬指導を受け、処方された薬剤についてはこの限り

ではない。

※３ 「新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと」を示すため、ＰＣＲ検査等の受

検を推奨する。

※４ 「新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと」には、新型コロナウイルス感染

症以外の傷病も考えられる。

②健康管理アプリ等の行動歴の調査項目に該当がある者

・感染者と濃厚接触がある。

・同居家族や身近な人に感染が疑われる者がいる。

ただし、その者の感染疑い症状が消失し、新型コロナウイルスの感染リ

スクが低いことを示す医師の診断書がある場合、参加を認める。

・大会参加日の14日前の時点、又は、それ以降に政府から入国制限、入国

後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航歴がある。

・大会参加日の14日前の時点、又は、それ以降に政府から入国制限、入国

後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航歴がある者又は当

該国、地域等の在住者との濃厚接触がある。

(４) 「陰性」又は「ウイルスを検出せず」の結果を確認できない者

・陽性、ウイルスを検出、リスクが高い、判定保留、リスクが低いといっ

た文言の検査結果では、大会参加を認めない。

３ 大会参加にあたっての健康観察及びリスク管理

・大会参加者は、大会の成功を担う一員であることを自覚し、全ての大会参

加者を新型コロナウイルスの感染から守るため、自らの体調管理及び会場

内外での行動に最大限の注意を払うこと。

・健康管理アプリ等で起床時体温、健康状態及び行動歴を毎日記録すること。

・大会参加者は、大会参加日の14日前の時点から会場地を出るまでの間、多

数が集まるイベント（大会の開始式・表彰式及び競技会を除く）や会食を

原則避け、各自で新型コロナウイルスへの感染リスクを抑える行動をとる

こと。

・ＰＣＲ検査を受検した者は、受検後は厳に行動を慎むこと。

・大会参加者は、罹患時の重症化リスク等を軽減する効果が見込まれるため、

大会参加日14日前までにワクチンを接種するとともに、厚生労働省の「新

型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」を活用することが望ましい。
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４ 大会参加日の対応

・大会参加者は、出発前に自宅や宿舎等において健康管理アプリ等の調査項

目について確認し、37.5℃以上の発熱又は調査項目に該当する場合は、会

場へ来場しないこと。

・大会参加者は、会場入場前に健康管理アプリ等に体温及び調査項目の入力

を行うこと。

・健康管理アプリを利用できない大会参加者は、体調管理チェックシートを

提出すること（来場初日にＰＣＲ検査の結果を提出すること）。

・会場の受付において、感染疑い症状が確認された者は、会場内への入場を

許可しないこととし、必要に応じて県が設置した新型コロナウイルス対応

救護所（仮称）で医師による診断及び検査を受けるものとする。診断及び

検査を受けない場合は、帰宅又は帰宿させる。

５ 大会参加後の対応

・大会参加者は、会場地を出た日の翌日から14日間、健康管理アプリ等に起

床時体温、健康状態及び行動歴を毎日記録すること。

・新型コロナウイルスへの感染が判明した場合は、医療機関、保健所等の指

示に従うとともに、主催者に速やかに報告すること。

６ 参加可否の判断基準

（１）参加者本人の参加判断基準

▲：次の①と②の両方又は③の要件が満たされた場合、参加することができ

る。

①感染疑い症状の発症後、８日間が経過している場合（発症日を０日と

して８日間）

②薬剤を服用していない状態で感染疑い症状消失後72時間以上経過して

いる場合

③薬剤を服用していない状態で感染疑い症状が消失し、新型コロナウイ

14 日前～

8日前

7日前～

1日前

大会参加初日 大会参加

2日目以降

参加者本人が

感染した場合
× × × ×

参加者本人が

濃厚接触者となった場合
× × × ×

参加者本人が

体調不良者となった場合
▲ △ × ×
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ルスの感染リスクが低いことを示す医師の診断書がある場合

△：薬剤を服用していない状態で感染疑い症状が消失し、新型コロナウイル

スの感染リスクが低いことを示す医師の診断書がある場合は参加するこ

とができる。

×：参加不可。

（２）都道府県選手団内に体調不良者（※５）が発生した場合の大会出場判断に

ついて

・選手団内において体調不良者があった場合、当該体調不良者の周囲の者

の取扱いについては、原則以下の対応とする。

・ただし、体調不良者の行動歴等（種別・種目をまたがる接触の有無など）

によっては、この限りではない。

※５ 体調不良者とは、「感染疑い症状」がある者とする。

①「周囲の者」の範囲

※ 大会参加日以降は、競技会の開催可否を含め迅速な対応が求められるこ

とから、上表で示す範囲に係る者を参加不可とする。

②「周囲の者」の参加判断基準

▲：体調不良者が、次のア又はイの要件が満たされた場合、参加することが

できる。

ア感染疑い症状の発症後、８日間が経過し、かつ、薬剤を服用していな

い状態で感染疑い症状消失後72時間以上経過している場合

イ薬剤を服用していない状態で感染疑い症状が消失し、新型コロナウイ

区分 周囲の者の範囲

スキー競技 当該種目かつ種別に係る者

選手団本部役員 選手団本部役員に係る者

14 日前～

8日前

7日前～

1日前

大会参加初日 大会参加

2日目以降

選手団（競技）内で

感染者が発生した場合

×

（※１）

×

（※１）
× ×

選手団（競技）内で

濃厚接触者が発生した場合

×

（※２）

×

（※２）
× ×

選手団（競技）内で

体調不良者が発生した場合

▲

（※３）

△

（※３）
× ×
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ルスの感染リスクが低いことを示す医師の診断書がある場合

△：体調不良者が薬剤を服用していない状態で感染疑い症状が消失し、新型

コロナウイルスの感染リスクが低いことを示す医師の診断書がある場合

は参加することができる。

×：参加不可。

参加不可とする場合、原則として周囲の者全員を不可とする。

ただし、以下の場合は「周囲の者」に含めないこととする。

※１ 感染者が発症した日（無症状の場合は検体採取日）の２日前以降

に、当該感染者と完全に別行動で、全く接触がなかった場合

※２ 濃厚接触者が感染者と接触があった日以降に、当該濃厚接触者と

完全に別行動で、全く接触がなかった場合

※３ 体調不良者が症状を発症した日の２日前以降に、当該体調不良者

と完全に別行動で、全く接触がなかった場合

（注．別行動の例）

秋田県代表として出場する県外在住のふるさと選手が感染者となった

が、県内在住の同種目・同種別の選手とは、全く接触がなかった場合。

７ その他

・大会参加者から感染者及び濃厚接触者が発生した場合は、（公財）日本スポー

ツ協会が「国民体育大会開催における新型コロナウイルス感染拡大防止に関す

る基本方針」で示す「国民体育大会における新型コロナウイルス感染症発生状

況等報告書」により主催者に提出する。

なお、｢周囲の者｣｢周囲の者に含まれない者｣については、上記報告書の備考欄

に記載する。
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【資料２】

美の国あきた鹿角国体2022における事前ＰＣＲ検査の概要

１ 検査が必要となる対象者

大会に参加する全ての者を検査対象とする。

（１）都道府県選手団に含まれる者

ア 監督・選手

イ チームスタッフ

ウ 参加選手団本部役員（団長、副団長、総監督、総務、顧問、スポー

ツドクター、アスレティックトレーナー）

（２）大会関係者

ア 主催者（文部科学省、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法

人全日本スキー連盟、秋田県、鹿角市）

イ 大会役員

ウ 組織委員

エ 招待者

オ 国体パートナー等の大会協賛企業関係者

（３）競技会運営関係者

ア 競技会役員、競技役員、競技補助員 等

イ 業務受託者、会場（競技会場、開始式・表彰式会場含む）施設従業

員 等

（４）大会事務局

ア 秋田県観光文化スポーツ部スポーツ振興課職員

イ 鹿角市実行委員会事務局員

ウ 実施本部員

（５）その他関係者

ア 報道員（それに準ずる者含む）

イ 視察員

ウ サービスマン

エ 出展事業者

オ 秋田県又は鹿角市の実行委員会が必要と判断した者

＜補足＞

（１）都道府県選手団に含まれる者

傷病等によりエントリー変更で交代して参加する可能性のある選手につ

いては、事前に検査を受けていない場合は大会に参加できないため、あ

らかじめ検査を受ける必要がある。

２ 検査方法

新型コロナウイルス感染症の核酸検出検査（ＰＣＲ法等。以下「ＰＣＲ検
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査」という。）とする。

なお、ＰＣＲ検査については、以下の要件を満たしていること。

・個別検査であること（プール検査法でないこと）。

・検査結果が「陰性」又は「ウイルスを検出せず」(同意味の文言可)と出

されること。

※「ウイルスを検出せず」と意味の異なる「リスクが低い」といった

文言は不可とする。

３ 検査時期

検査は、大会参加日の午前０時を基準とし、72時間以内に採取した検体を

用いて行うこと。

ただし、大会参加日前72時間以内での検査が困難な場合は、最大1 2 0時間

以内に採取した検体を用いて行うこととし、その理由を派遣母体等で取り

まとめの上、秋田県に連絡すること。

４ 検査機関からの検査結果通知

（１）検査機関からの結果の通知は書面又はメールによるものとする。

（２）大会参加者本人の検査結果と特定できること。

５ 検査結果の確認方法

（１）検査結果は本人による確認だけでなく、対象者が出発前までに派遣母体

等において第三者確認を行うこと。

（２）検査結果は、原則として、受検者本人が大会参加日の出発（来場）前ま

でに健康管理アプリ「ＧＬＯＢＡＬ ＳＡＦＥＴＹ」（以下「健康管理

アプリ」という。）に登録すること。その際、受検者本人の検査結果で

あることが特定できるように留意すること。

（３）健康管理アプリを利用できない大会参加者は、来場初日の受付時に体調

管理チェックシートと検査結果通知（メールの場合は紙で出力すること）

を併せて提出すること。

６ 検査機関について

原則として、各団体及び個人でそれぞれ検査機関を確保すること。

※検査機関の確保が難しい場合の対応として、（公財）日本スポーツ協

会から検査機関を紹介する。

「株式会社コロナ検査センター」を予定

（※申込方法は別途JSPOから送付）

７ ワクチン接種について

ワクチン接種をされた方も、感染リスクがゼロになるわけではないため、

ＰＣＲ検査の受検は必須とする。


